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平成31年度保険料率改定のお知らせ平成31年度保険料率改定のお知らせ
全国健康保険協会（協会けんぽ）茨城支部

　全国健康保険協会（協会けんぽ）茨城支部の健康保険料率・
介護保険料率が、下表のとおり変更になります。
詳細は、問合せ先にお問い合わせください。

問合せ　協会けんぽ茨城支部　☎029－303－1580

３月分（４月納付分）から２月分（３月納付分）まで

1.73％1.57％
9.84％9.90％

介護保険料率
健康保険料率

◇近日のイベント※来場者限定のイベントです。
　・桜まつり／４月７日（日）  10:00～15:00
　・手づくり市／４月21日（日）  10:00～17:00
◆休館日　
　４月１日（月）、８日（月）、15日（月）、22日（月）、
　５月７日（火）、13日（月）、20日（月）、27日（月）
問合せ　ホロルの湯　☎029－288－7775
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地域活性化に取り組む皆さんの活動を支援します！

路線バスを使ってみませんか？

　町では、町内の住民団体等が実施する、地域を活性化させるイベント等の経費
の一部を、次のとおり助成します。
■助成対象団体
　以下の①～③の要件をすべて満たす団体
　①過半数が町内に在住、在勤または在学する者で
　　構成されていること
　②定款、規約または会則等により、団体として運
　　営上の規律が確保されていること
　③営利活動や政治的・宗教的活動を目的としてい
　　ないこと
■助成対象事業
　以下のア．～オ．の要件をすべて満たす事業
　ア．自主的かつ主体的に、企画や実施をする事業
　イ．目的を持ち、長期的展望に立って企画する事業
　ウ．地域特性、地域資源を有効に活用する事業
　エ．地域課題の解決に資する事業
　オ．町内外からの集客が見込まれる事業
■助成金額　上限30万円　
■対象経費　事業の達成に直接必要な経費
　　　　　　（報償費、旅費や消耗品費等）

■申請方法　
　申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えてま
ちづくり戦略課まで、直接持参または郵送にて提出
してください。
※申請書等は、町ホームページからダウンロードい
　ただくか、まちづくり戦略課窓口にて直接お受け
　取りください。
■申請期限　５月23日（木）必着
■交付決定
　有識者等による審査委員会にて審査し、交付の可
否や助成金額等を決定します。交付決定は６月上旬
を予定しています。
※詳細は、町ホームページをご覧いただくか、まち
　づくり戦略課までお問い合わせください。
申請先・問合せ
　まちづくり戦略課  企画政策グループ
　（〒311－4391 城里町石塚1428－25）
　☎029－288－3111（内線227）
　　http://www.town.shirosato.lg.jp/

地域活性化に取り組む皆さんの活動を支援します！

児童扶養手当・特別児童扶養手当の金額が引き上げられます児童扶養手当・特別児童扶養手当の金額が引き上げられます

　お年寄りや子どもなど、自分で車を運転できな
い方にとって、路線バスは大切な移動手段です。
しかし、自家用車の普及に伴い利用者は減少傾向
にあります。
　路線バスを利用することで、さまざまなメリッ
トがあります。ぜひ、路線バスをご利用ください。

　児童扶養手当等の金額は、物価変動に応じて改定されます。平成31年４月分からの手当額は、次のとおりです。

問合せ　○公共交通に関すること　まちづくり戦略課　☎029－288－3111（内線229）
　　　　○路線バスの運行に関すること　茨城交通株式会社　☎029－251－2335

路線バスを使ってみませんか？
通勤・通学手段をお考えの皆さまへ

問合せ　福祉こども課　☎029－353－7265（直通）

42,910円
10,120 ～ 42,900円

10,140円
  5,070 ～ 10,130円

  6,080円
  3,040 ～   6,070円

52,200円
34,770円
14,790円
27,200円
14,790円

42,500円
10,030 ～ 42,490円

10,040円
  5,020 ～ 10,030円

  6,020円
  3,010 ～   6,010円

51,700円
34,430円
14,650円
26,940円
14,650円

障害児福祉手当
特別障害者手当
経過的福祉手当

各　　種　　手　　当 平成30年度（月額） 平成31年度（月額）
全額支給
一部支給
全額支給
一部支給
全額支給
一部支給

１  級
２  級

第３子以降加算額

第２子加算額　　児  童  扶  養  手  当

特別児童扶養手当

本体額　　　　　
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１, ６２０円
基本料金

５４０円
人員割（１人につき）

１人
２人
３人
４人
５人
６人

2,160円
2,700円
3,240円
3,780円
4,320円
4,860円

1,620円＋（540円×１人）
1,620円＋（540円×２人）
1,620円＋（540円×３人）
1,620円＋（540円×４人）
1,620円＋（540円×５人）
1,620円＋（540円×６人）

人員 使用料計 算 方 法

Q

A

Q

A

全国一斉 養育費･児童扶養手当ホットライン

農業集落排水使用料の決定方法について農業集落排水使用料の決定方法について
　上入野地区、常北青山地区（上青山、下青山、春園、小坂、勝見沢、石塚の一部）及び古内地区の農業
集落排水使用料は、毎年５月１日現在の世帯員数で計算されます。

　事業所の使用人員は、申告により町長が決定します。なお、基準日は一般家庭用と同一です。

１か月の使用料（税込）

注：届出は毎年必要です！
　居住実態を把握するため、毎年５月１日現在
の世帯員数を確認する必要があります。通知書
に記載された人数が居住実態と異なる場合、毎
年その旨を届け出てください。

問合せ　下水道課　☎029－288－7377（直通）

  ◇ 一般家庭用農業集落排水使用料の算定方法

  ◇ 事業所における農業集落排水使用料の算定方法

＜人員の確認方法＞
　家庭用使用料の基準となる人員は、毎年５月１日現在
の住民基本台帳に基づき決定し、５月上旬に決定通知を
送付します。

決定通知の世帯員数と実際の居住実態が違う場合
にはどうすればいいですか？
住民基本台帳と実際の居住実態に相違が生じてい
る場合は、下水道課までご連絡ください。

基準日以降に転出・死亡・転入・出生等により、
世帯員数の変更があった場合はどうすればいいで
すか？
使用者変更届（人員変更届）を下水道課へ提出して
ください。

問合せ  農業政策課
　　　  ☎029－288－3111（内線254）

　城里町地域おこし協力隊の連載、４月号は
田村芽子が担当します！

―城里町地域おこし協力隊― Vol.36
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▲射撃練習の様子

　養育費や児童扶養手当についての相談を右のとおり受け付け
ます。相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

問合せ　茨城県弁護士会　☎029－221－3501

日　時
　４月19日（金）　午後１時～４時
受付電話番号（全国統一ナビダイヤル）
　☎０５７０－０２４－４１９

全国一斉 養育費･児童扶養手当ホットライン
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城里町農業委員会事務局  臨時職員を募集します

軽自動車税の納付及び減免申請について

城里町農業委員会事務局  臨時職員を募集します

軽自動車税の納付及び減免申請について

城里町農業委員会事務局  臨時職員を募集します

■軽自動車税の納付について
　軽自動車税は、毎年４月１日を基準日とし、登録（車検証）の名義人に課税されます。５月10日以降に納税
通知書が郵送されますので、次の納付窓口にて納期限までに納付してください。　
　納付窓口　城里町役場会計課、桂支所、七会町民センター
　　　　　　お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア
　※納期限が過ぎると、コンビニエンスストアでの納付はできません。
　納期限　　５月31日（金）　

■軽自動車税の減免申請について
　障害の程度や車両の使用状況が一定の要件に該当する場合、申請に
より軽自動車税の減免を受けることができます。　
　対象車両
　　①　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳のいずれかの手帳の交付を受けて
　　　いる方が専ら所有している車両。
　　②　①に該当する方を常時介護し生計を一にする方が、①に挙げた手帳を有する方の生業、通院、通学
　　　等に使用している車両。
　　③　公益のために使用していると認められる車両。
　　④　車両の構造が専ら身体障害等の利用に供するための車両。
　※減免を受けることができる車両は、障害がある方１人につき１台に限られます。また、自動車税の減免
　　を受けている場合、軽自動車税の減免は受けられません。
　申請窓口　城里町役場税務課、桂支所、七会町民センター
　申請期限　５月31日（金）　
　※軽自動車税の減免申請は、毎年度必要です。
　※昨年度減免を受けた方には、納税通知書に減免申請書を同封して発送します。納税通知書が届きました
　　ら、申請手続きをお願いいたします。
　必要書類
　ア）身体障害者手帳等　イ）運転者の運転免許証　ウ）納税通知書（届く前の申請の場合は不要です）
　エ）車検証　オ）納税義務者の印鑑　カ）減免申請書（申請書は各申請窓口にあります）
　キ）マイナンバー（個人番号）カード、マイナンバー通知カード等のマイナンバーがわかるもの
　　 ※申請書に納税義務者のマイナンバーを記入していただきます。　
　問合せ　税務課　☎029－288－3111（内線123）

応募先・問合せ　農業委員会事務局（〒311－4391  城里町石塚1428－25）
　　　　　　　　☎029－288－3111（内線241、242）

事務補助（１名）
データ入力補助
農業委員会事務局（役場本庁舎２階）
月14日以内（平日）、午前８時30分～午後５時15分
2019年６月１日 ～ 2020年３月31日
日額6,975円　※別途交通費支給、雇用保険有
・地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない方
・表計算ソフト「Excel（エクセル）」の操作ができる方
・現在離職中の方
書類審査及び口述試験による　※試験日は、応募者宛に通知します。
　市販の履歴書（顔写真貼付）に必要事項を記入し押印のうえ、農業委員会事務
局まで直接持参または郵送にて提出してください。
４月22日（月）～５月８日（水）　※当日消印有効
※受付時間／平日、午前８時30分～午後５時15分

職種（募集人員）
勤　務　内　容
勤　務　場　所
勤　務　形　態
雇　用　期　間
賃　　　　　金

選　　　　　考

応　募　方　法

応　募　期　間

応　募　資　格
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